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平成２９年１２月１５日（金曜日）予算特別委員会 

 

○出席委員（１５名） 

   ２番  古  沢  清  志  委員     ３番  佐  藤  耕  治  委員 

   ４番  渡  邉  賢  一  委員     ５番  伊  藤  正  彦  委員 

   ６番  遠  藤  智 与 子  委員     ７番  太  田  芳  彦  委員 

   ８番  石  山     忠  委員     ９番  阿  部     清  委員 

  １０番  沖  津  一  博  委員    １１番  國  井  輝  明  委員 

  １２番       登 代 子  委員    １３番  杉  沼  孝  司  委員 

  １４番  工  藤  吉  雄  委員    １５番  木  村  寿 太 郎  委員 

  １６番  柏  倉  信  一  委員 

○欠席委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 野 英 行  副 市 長 

草 苅 和 男  教 育 長  竹 田   浩  
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農林課長（併）
農 業 委 員 会 
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 松 田   仁  
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課 長 
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（兼）会計課長 
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   予算特別委員会議事日程第２号  第４回定例会 

   平成２９年１２月１５日（金）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 議第５８号 平成２９年度寒河江市一般会計補正予算（第７号） 

 〃  ２ 議第６７号 平成２９年度寒河江市一般会計補正予算（第８号） 

 〃  ３ 分科会審査の経過並びに結果報告 

      （１）総務産業分科会委員長報告 

      （２）厚生文教分科会委員長報告 

 〃  ４ 質疑・討論・採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○阿部 清委員長 おはようございます。 

  ただいまから予算特別委員会を再開いたしま

す。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○阿部 清委員長 日程第１、議第58号平成29年

度寒河江市一般会計補正予算（第７号）及び日

程第２、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）の２案件を一括議題といた

します。 

 

分科会審査の経過並びに結果報告 

 

○阿部 清委員長 日程第３、分科会審査の経過

並びに結果報告であります。 

 

総務産業分科会委員長報告 

 

○阿部 清委員長 初めに、総務産業分科会委員

長報告を求めます。伊藤総務産業分科会委員長。 

  〔伊藤正彦総務産業分科会委員長 登壇〕 

○伊藤正彦総務産業分科会委員長 おはようござ

います。 

  総務産業分科会における審査の経過と結果に

ついて御報告申しあげます。 

  本分科会は、12月11日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  分担付託されました案件は、議第58号第１表

中歳入全部、歳出第１款、歳出第２款の一部、

歳出第６款、歳出第７款、歳出第８款、第２表

及び第３表並びに議第67号第１表中歳入全部、

歳出第１款、歳出第２款の一部、歳出第６款、

歳出第７款及び歳出第８款であります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 
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  初めに、議第58号平成29年度寒河江市一般会

計補正予算（第７号）第１表中歳入全部を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案を了とすべきものと決しまし

た。 

  次に、議第58号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第７号）歳出第１款を議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りましたが、質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をも

って原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第７号）歳出第２款の一部を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第７号）歳出第６款を議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「今回から新たに取り組む水田農業

に関するパワーアップ支援事業の対象者は２人

だが、ほかに該当者を把握しているのか」との

問いがあり、当局より「今回の水田農業に関す

るパワーアップ支援事業は、補助の要件が厳し

く、中山間地の農地で10ヘクタール以上、平場

の農地で50ヘクタール以上を有する方とハード

ルがかなり高くなっており、なかなか該当する

方がおりません。中山間地ですと白岩地区で何

名かはいるかと思いますが、現時点では把握し

ておりません」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第７号）歳出第７款を議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「４月から６月のイベントを対象に

ポスターを作成するということだが、具体的に

どこへ配付するのか」との問いがあり、当局よ

り「例年、市内の教育機関や企業、飲食店、商

業施設等に配付し、祭りに対する地元の盛り上

げを期しております。ほかにも県内及び宮城県

を初めとする近県の観光協会や観光施設、道の

駅等に配付し、情報発信を行っております。さ

らにＰＲを早めて実施できることから、本県内

も近隣県も全て道の駅とサービスエリア等には

配付し、東北中央道を利用した福島や北関東方

面の観光施設なども加え、例年より手広く配付

し、観光客の誘致に努めたいと考えておりま

す」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第７号）歳出第８款を議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りました。 

  委員より「チェリーランド、さくらんぼ会館

の空調設備を更新するのは何台か」との問いが

あり、当局より「18台です」との答弁がありま

した。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第７号）第２表を議題とし、当局の

説明を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって

原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第７号）第３表を議題とし、当局の

説明を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって

原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）第１表中歳入全部を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多
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数をもって原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）歳出第１款を議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りましたが、質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をも

って原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）歳出第２款の一部を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）歳出第６款を議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りましたが、質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をも

って原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）歳出第７款を議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りましたが、質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をも

って原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）歳出第８款を議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りましたが、質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をも

って原案を了とすべきものと決しました。 

  以上で総務産業分科会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

厚生文教分科会委員長報告 

 

○阿部 清委員長 次に、厚生文教分科会委員長

報告を求めます。佐藤厚生文教分科会委員長。 

  〔佐藤耕治厚生文教分科会委員長 登壇〕 

○佐藤耕治厚生文教分科会委員長 厚生文教分科

会における審査の経過と結果について御報告申

しあげます。 

  本分科会は、12月11日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  分担付託されました案件は、議第58号第１表

中歳出第２款の一部、歳出第３款、歳出第４款

及び歳出第10款並びに議第67号第１表中歳出第

２款の一部、歳出第３款、歳出第４款及び歳出

第10款であります。 

  審査に入る前に、審査の都合上、議第58号に

ついては、第１表中歳出第２款の一部の審査終

了後に歳出第４款の審査を行い、その後歳出第

３款、次に歳出第10款の順で審査を行うことと

し、また議第67号については、初めに歳出第10

款の審査を行い、その後歳出第２款の一部、次

に歳出第３款、次に歳出第４款の順で審査を行

うことを諮り、異議なく了承され、そのように

審査することに決しました。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第58号平成29年度寒河江市一般会

計補正予算（第７号）第１表中歳出第２款の一

部を議題とし、当局の説明を求め質疑に入りま

したが、質疑もなく、討論を終結し、採決の結

果、賛成多数をもって原案を了とすべきものと

決しました。 

  次に、議第58号第１表中歳出第４款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号第１表中歳出第３款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「障がい児の放課後デイサービスは

どのくらい利用されているのか」との問いがあ

り、当局より「一月当たりの件数では大体70件

から80件程度で推移しております」との答弁が

ありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号第１表中歳出第10款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りました。 
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  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「準要保護児童生徒の保護者に対す

る新入学学用品費の１人当たりの支給額は幾ら

か。また、対象者は何名か」との問いがあり、

当局より「支給額は児童が４万600円、中学生

は４万7,400円です。対象者数は小学生20名、

中学生34名となります」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第67号平成29年度寒河江市一般会計

補正予算（第８号）第１表中歳出第10款を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案を了とすべきものと決しまし

た。 

  次に、議第67号第１表中歳出第２款の一部を

議題とし、当局の説明を求め質疑に入りました

が、質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、

賛成多数をもって原案を了とすべきものと決し

ました。 

  次に、議第67号第１表中歳出第３款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第67号第１表中歳出第４款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすべきものと決しました。 

  以上で厚生文教分科会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○阿部 清委員長 日程第４、質疑・討論・採決

であります。 

  初めに、総務産業分科会委員長報告に対する

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、厚生文教分科会委員長報告に対する質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第58号平成29年度寒河江市一般会

計補正予算（第７号）及び議第67号平成29年度

寒河江市一般会計補正予算（第８号）の２案件

を一括して採決いたします。 

  議第58号及び議第67号に対する各分科会委員

長報告は、いずれも原案を了とするものであり

ます。 

  ２案件は原案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第58号及び議第67号は原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

   閉    会     午前９時４９分 

 

○阿部 清委員長 以上をもって予算特別委員会

を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 

 以上会議の結果を記載し、相違ないことを証す

るために署名する。 

 

予算特別委員会委員長  阿 部   清 

 


